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○
国
土
交
通
省
令
第
八
十
七
号

道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
四

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項

（
同
条
第
二
項
及
び
同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
、
第
十
九
条
、
第
二

十
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
第
一
号
（
同
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六

条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
七
十
三
条
第
一

項
（
同
法
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
取
付
け
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
の
見

や
す
い
位
置
に
確
実
に
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
位
置
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
表
示
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規
定
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
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号
標
及
び
こ
れ
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
位
置
は
、
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
で
あ
つ
て
、
自
動
車
登
録
番
号

標
」
に
、
「
表
示
は
、
自
動
車
の
運
行
中
自
動
車
登
録
番
号
が
判
読
で
き
る
よ
う
に
、
自
動
車
登
録
番
号
標
を
自
動
車

の
前
面
及
び
後
面
の
見
や
す
い
位
置
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
」
を
「
識
別
に
支
障
が
生
じ
な

い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
位
置
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
の
車
両
中
心
線
に
直
交
す
る
鉛
直
面
に
対
す
る
角
度
そ
の
他
の
自
動
車
登
録
番
号
標
の
表
示
の
方
法
に

関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二

自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
の
識
別
に
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め

る
物
品
以
外
の
も
の
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
汚
れ
が
な
い
こ
と
。

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
）

第
二
十
四
条

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
三
輪
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二

輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
五
中
「
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
及
び
こ
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れ
に
記
載
さ
れ
た
番
号
」
及
び
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
成
樹
脂
製
の
回
送
運
行
許
可
番
号
標
及
び
こ
れ
に
記
載
さ

れ
た
番
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
中
「
確
実
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
脱
落
し
な
い
よ
う
に
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
」
を
削
る
。

第
四
十
三
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
）

第
四
十
三
条
の
七

第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両

番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
中
「
後

面
」
と
あ
る
の
は
「
後
面
（
三
輪
の
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
被
牽
引
自
動
車
で
あ
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又

け
ん

は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
そ
の
後
面
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
三
条
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
）

第
六
十
三
条
の
八

第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
中
「
前
面
及
び
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
後
面
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

附

則
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
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○

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
取
付
け
）

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
取
付
け
位
置
）

第
七
条

法
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

第
七
条

法
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
並
び
に
法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
並
び
に
法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
自
動
車
登
録
番
号
標
の
取
付
け
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
位

る
自
動
車
登
録
番
号
標
の
取
付
け
は
、
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
の
見
や
す
い
位

置
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
行
う
も
の
と

置
に
確
実
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
輪
自
動
車
、
被
牽
引
自
動
車
又
は

け
ん

す
る
。
た
だ
し
、
三
輪
自
動
車
、
被
牽
引
自
動
車
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す

国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
前
面
の
自
動
車
登

け
ん

る
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
前
面
の
自
動
車
登
録
番
号
標
を
省
略
す
る
こ

録
番
号
標
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
表
示
）

（
自
動
車
登
録
番
号
標
等
の
表
示
）

第
八
条
の
二

法
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
位
置
は
、
自
動
車
の
前
面

第
八
条
の
二

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
こ
れ
に
記
載

及
び
後
面
で
あ
つ
て
、
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
の

さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
の
表
示
は
、
自
動
車
の
運
行
中
自
動
車
登
録
番
号
が
判

識
別
に
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
位
置
と
す
る
。
た
だ
し
、

読
で
き
る
よ
う
に
、
自
動
車
登
録
番
号
標
を
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
の
見
や
す

三
輪
自
動
車
、
被
牽
引
自
動
車
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
大
型
特
殊
自
動

い
位
置
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
三

け
ん

車
に
あ
つ
て
は
、
前
面
の
自
動
車
登
録
番
号
標
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

輪
自
動
車
、
被
牽
引
自
動
車
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
大
型
特
殊
自
動
車

け
ん

に
あ
つ
て
は
、
前
面
の
自
動
車
登
録
番
号
標
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

（
新
設
）

る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
の
車
両
中
心
線
に
直
交
す
る
鉛
直
面
に
対
す
る
角
度
そ
の
他
の
自
動

車
登
録
番
号
標
の
表
示
の
方
法
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
。

二

自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
の
識
別
に
支
障
が
生

じ
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
物
品
以
外
の
も
の
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お

ら
ず
、
か
つ
、
汚
れ
が
な
い
こ
と
。
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（
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
）

（
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
等
の
表
示
）

第
二
十
四
条

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一

第
二
十
四
条

法
第
三
十
六
条
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
及
び
こ
れ
に
記
載
さ
れ
た
番

る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

号
の
表
示
は
、
自
動
車
の
運
行
中
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
番
号
が

場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
三
輪
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
二
輪

判
読
で
き
る
よ
う
に
、
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
を
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
の
見

自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

や
す
い
位
置
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
被
牽
引
自
動
車
又
は
国

け
ん

土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
前
面
の
臨
時
運
行
許

可
番
号
標
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
等
）

（
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
等
）

第
二
十
六
条
の
五

第
二
十
三
条
の
規
定
は
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
に
つ
い
て
、

第
二
十
六
条
の
五

第
二
十
三
条
の
規
定
は
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
に
つ
い
て
、

第
二
十
四
条
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第

第
二
十
四
条
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
番
号

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
番
号
標
及
び

標
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
れ
に
記
載
さ
れ
た
番
号
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

合
成
樹
脂
製
の
回
送
運
行
許
可
番
号
標
及
び
こ
れ
に
記
載
さ
れ
た
番
号
の
表
示
に

つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
中
「
確
実
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
脱
落
し
な
い
よ
う
に

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
）

（
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
位
置
）

第
四
十
三
条
の
七

第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十

第
四
十
三
条
の
七

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
位
置
は
、

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準

次
の
と
お
り
と
す
る
。

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
中
「
後
面
」
と
あ
る

一

三
輪
の
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
被
け
ん
引
自
動
車
で
あ
る
検
査
対
象

の
は
「
後
面
（
三
輪
の
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
被
牽
引
自
動
車
で
あ
る
検

軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
後
面
の
見
や
す
い
位

け
ん

査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
そ
の
後
面
）
」
と
読
み

置

替
え
る
も
の
と
す
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
前
面
及
び
後
面
の
見
や
す
い
位
置

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
）

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
標
の
表
示
位
置
）

第
六
十
三
条
の
八

第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十

第
六
十
三
条
の
八

法
第
九
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
三
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七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車

条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
位
置
は
、
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
後
面

両
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
見
や
す
い
位
置
と
す
る
。

、
第
八
条
の
二
第
一
項
本
文
中
「
前
面
及
び
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
後
面
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


